
高崎都市計画地区計画の変更

高崎都市計画地区計画（高崎駅イーストサイト地区）を次のように変更する。

地区計画の方針 

名   称 高崎駅イーストサイト地区 地区計画 

位   置 高崎市 東町、栄町、旭町、下和田町の各一部 

面   積 約２５．３ｈａ 

地区計画の目標 

２本の新幹線と５本の在来線、１本の私鉄線が連絡し、東京・

新潟・長野に１時間で到達できる高崎駅は、全国でも有数の交通・

交流結節点であり、駅乗降客が流入する高崎駅を中心とする周辺

地区は、群馬県のみならず北関東圏域におけるさまざまな経済活

動の機軸となっている地区であることは明らかであります。 

さらに、高崎駅東口の周辺地区では、都市計画道路高崎前橋線、

都市計画道路高崎駅東口線（東毛広域幹線道路）が交差している

ことからも、交通の要衝としての優位性を活かした高次な都市機

能の集積によって、今後ますます中心性を高めることが求められ

ています。関越自動車道高崎玉村スマートＩＣの開設や今後予定

される北陸新幹線の金沢延伸、高崎線の東京駅乗り入れなど、こ

れらの整備に伴い、本地区はより広範な圏域における枢要な拠点

となることは確実です。高崎市都市計画マスタープランにおいて

も、広域的な商業の中心である高崎駅西口周辺に対し、高崎駅東

口周辺も、商業・業務地として新たな拠点づくりを目指す地区と

位置付けています。 

また、本地区は都市基盤整備がほぼ完成し、周辺には新たな高

次都市機能として音楽ホールやコンベンション施設が計画される

など、これまでのオフィス機能及びサービス機能の集積に加え、

高崎市の玄関口として相応しい街区の形成が図られていますが、

一層の都市機能の高度化を誘導することで本地区を核とした交流

人口の増加を図り、これにより中心市街地活性化に資するため、

計画的に整備、開発及び保全を図ることを目的とします。 

区域の整備、開発及び保全に関

する方針 

（土地利用の方針） 

本地区は、高崎駅東口駅前広場の南北に位置する、区画整然と

した土地の区域です。本市のみならず広域的な視点からも、重要

な拠点街区であるため、計画的な土地利用の誘導と、土地の高度

利用が求められています。よって、本市における枢要な業務用地・

商業用地であるということからも、今後ますます業務機能の集積

した拠点とするため、都市基盤整備に相応しく高次の都市機能の

集積と土地の高度利用を図るべき地区とします。 

（建築物の整備の方針） 

① 地区内の健全な環境整備を促進し、合理的な都市空間を形成

するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業施設等の立地を制

限します。 



② 土地の高度利用を誘導するために、建築物の容積率の最高限

度、建築物の容積率の最低限度（高度利用型）及び建築物の建

築面積の最低限度を定めます。 

③ 高次な土地利用の誘導促進に伴って、ゆとりと開放感を損な

わないよう、建築物の建ぺい率の最高限度を定めます。 

④ 建築物に付属する屋外広告物は、まちなみとの調和に配慮し

たものとします。 

⑤ 道路空間に対する圧迫感を軽減し、より魅力的なまちなみ空

間を創出するため、敷地・道路境界に沿って設置する垣又はさ

くを制限します。 

⑥ 景観に配慮したまちなみの創出を目指し、緑化推進に努めま

す。 



地区整備計画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地区の区

分 

名称 
Ａ地区 

（高度利用型） 

Ｂ地区 

(一般型) 

面積 約 8.4ha 約 16.9ha 

建築物等の用途の

制限

建築物の用途は、用途地域の制限を受けるものに加え、次の各号に掲げ

る建築物は建築してはならない。 

（１）自動車教習所 

（２）ゴルフ練習場又はバッティング練習場 

（３）カラオケボックス 

（４）射的場、勝馬投票券発売所等 

（５）畜 舎 

（６）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項

第 1 号から第 6 号まで、及び同条第 6 項から第 11 項までに規定す

る営業の用に供するもの 

建築物の容積率の

最高限度

建築物の容積率の最高限度は、

次の表の左欄に掲げる敷地面積の

区分に応じ、同表右欄に掲げる数

値とする。 

敷地面積 容積率 

1,000 ㎡ 

  以上 
80/10 

500 ㎡ 

  以上 
70/10 

500 ㎡ 

  未満 
60/10 

ただし、都市計画決定された高

度利用地区内においては、当該高

度利用地区に定められた制限によ

る。 

建築物の容積率の最高限度は、

次の表の左欄に掲げる敷地面積の

区分に応じ、同表右欄に掲げる数

値とする。 

敷地面積 容積率 

400 ㎡ 

   以上 
60/10 

400 ㎡ 

   未満 
40/10 

ただし、都市計画決定された高

度利用地区内においては、当該高

度利用地区に定められた制限によ

る。 

建築物の容積率の

最低限度 

敷地面積が 500 ㎡以上のものに

ついては 25/10 とする。 

ただし、都市計画決定された高

度利用地区内においては、当該高

度利用地区に定められた制限によ

る。 

― 



建築物の建ぺい率

の最高限度

8/10 とする。 

ただし、敷地面積が 500 ㎡以上

のものについて容積率が 60/10 を

超える建築物は、次の表の左欄に

掲げる容積率の区分に応じ、同表

右欄に掲げる数値とする。 

容積率 建ぺい率 

80/10 

以下 
6/10 

70/10 

以下 
7/10 

なお、都市計画決定された高度

利用地区内においては、当該高度

利用地区に定められた制限によ

る。 

敷地面積が 400 ㎡以上のものに

ついて、容積率が 40/10 を超える

建築物は 7/10 とする。 

ただし、都市計画決定された高

度利用地区内においては、当該高

度利用地区に定められた制限によ

る。 

建築物の建築面積

の最低限度

敷地面積が 500 ㎡以上のものに

ついて、容積率が 60/10 を超える

建築物は 250 ㎡とする。 

ただし、都市計画決定された高

度利用地区内においては、当該高

度利用地区に定められた制限によ

る。 

敷地面積が 400 ㎡以上のものに

ついて、容積率が 40/10 を超える

建築物は 200 ㎡とする。 

ただし、都市計画決定された高

度利用地区内においては、当該高

度利用地区に定められた制限によ

る。 

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限

（１）建築物の外壁及び屋根の色は、周囲との調和のとれた落ち着いた

色彩のものとする。 

（２）建築物等を利用して設置する屋外広告物は自家用のものに限ると

し、屋上広告物を設置する場合は、その形態を縦長のものとしては

ならない。 

（３）建築物等を利用して設置する袖看板は、建物一面につき縦一列と

しなければならない。 

（４）建築物等を利用して設置する屋上広告物及び建築物等に表示する

壁面広告物は、一壁面における屋上広告物と壁面広告物の表示面積

の合計は当該壁面面積の 1/4 以下、かつ 50 ㎡以下としなければな

らない。 

垣又はさくの構造

の制限

敷地及び道路境界線に面した部

分には垣又はさくを設置してはな

らない。防犯上等やむを得ず設置

する場合は、協議を要する。 

敷地及び道路境界線に面した部

分には垣又はさく（門柱及び門扉

を除く）を設置してはならない。

防犯上等やむを得ず設置する場合

は、その構造を、生け垣又はフェ

ンス若しくは鉄柵等透視可能なも

のとし、仕上がり高さを 1.5m 以下

とする。 

土地に関する事項 

景観に配慮したまちなみを創出

するため、敷地の道路に面する部分

については、樹木等（生け垣を除く）

を配置すること。 

― 



理由書

当地区は、市都市計画マスタープランにおいて商業・業務地として新たな拠

点づくりを目指す地区と位置付けられ、北陸新幹線の金沢延伸など高速交通網

の整備をふまえ、さらなる高次都市機能の集積が求められており、秩序あるま

ちなみの維持や住環境の保全を図りつつ敷地の統合、建築物の一層の高度利用

の誘導を図っていくものである。

また、「音楽のある街」を目指す本市にとって、現在計画している文化芸術ホ

ールをはじめとして文化・芸術の拠点づくりが求められており、それらの活動

の育成・支援に対応するため、建築物の用途の制限を一部変更する。
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地区計画新旧対照表 

 変更前 変更後 

名   称 高崎駅イーストサイト地区 高崎駅イーストサイト地区 

位   置 高崎市 東町、栄町、旭町、下和田町の各一部 

面   積 約２５．３ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

地区計画

の目標 

２本の新幹線と５本の在来線、１本

の私鉄線が連絡し、東京・新潟・長野

に１時間で到達できる高崎駅は、全国

でも有数の交通・交流結節点であり、

駅乗降客が流入する高崎駅を中心とす

る周辺地区は、群馬県のみならず北

関東圏域におけるさまざまな経済活

動の機軸となっている地区であるこ

とは明らかであります。 

さらに、高崎駅東口の周辺地区では、

都市計画道路高崎前橋線、都市計画道

路高崎駅東口線（東毛広域幹線道

路）が交差していることからも、交通

の要衝としての優位性を活かした高

次な都市機能の集積によって、今後ま

すます中心性を高めることが求めら

れています。平成２３年には北関東自

動車道が全線開通、都市計画道路高崎

駅東口線（東毛広域幹線道路）の高崎

工区が開通するなど、これらの整備に

伴い、本地区はより広範な圏域におけ

る枢要な拠点となることは確実です。

高崎市都市計画マスタープランにお

いても、広域的な商業の中心である高

崎駅西口周辺に対し、高崎駅東口周辺

も、商業・業務地として新たな拠点づ

くりを目指す地区と位置付けていま

す。 

また、本地区は都市基盤整備がほぼ

完成し、幹線道路沿線を高崎市の玄関

口として相応しい街区の形成を誘導す

るため、区域を拡大するとともに、こ

れまでのオフィス機能及びサービス機

２本の新幹線と５本の在来線、１本

の私鉄線が連絡し、東京・新潟・長野

に１時間で到達できる高崎駅は、全国

でも有数の交通・交流結節点であり、

駅乗降客が流入する高崎駅を中心とす

る周辺地区は、群馬県のみならず北関

東圏域におけるさまざまな経済活動の

機軸となっている地区であることは明

らかであります。 

さらに、高崎駅東口の周辺地区では、

都市計画道路高崎前橋線、都市計画道

路高崎駅東口線（東毛広域幹線道路）

が交差していることからも、交通の要

衝としての優位性を活かした高次な都

市機能の集積によって、今後ますます

中心性を高めることが求められていま

す。関越自動車道高崎玉村スマートＩ

Ｃの開設や今後予定される北陸新幹線

の金沢延伸、高崎線の東京駅乗り入れ

など、これらの整備に伴い、本地区は

より広範な圏域における枢要な拠点と

なることは確実です。 

高崎市都市計画マスタープランにお

いても、広域的な商業の中心である高

崎駅西口周辺に対し、高崎駅東口周辺

も、商業・業務地として新たな拠点づ

くりを目指す地区と位置付けていま

す。 

また、本地区は都市基盤整備がほぼ

完成し、周辺には新たな高次都市機能

として音楽ホールやコンベンション施

設が計画されるなど、これまでのオフ

ィス機能及びサービス機能の集積に加

参 考
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能の集積に加え、その優れた交通拠点

性を生かしたコンベンション施設等の

立地にも適応した地区へ誘導すること

で、本地区を核とした交流人口の増加

を図り、これにより中心市街地活性化

に資するため、計画的に整備、開発及

び保全を図ることを目的とします。 

え、高崎市の玄関口として相応しい街

区の形成が図られていますが、一層の

都市機能の高度化を誘導することで、

本地区を核とした交流人口の増加を図

り、これにより中心市街地活性化に資

するため、計画的に整備、開発及び保

全を図ることを目的とします。 

土地利用

の方針 

本地区は、高崎駅東口駅前広場の南

北に位置する、区画整然とした土地の

区域です。本市のみならず広域的な視

点からも、重要な拠点街区であるため、

計画的な土地利用の誘導と、土地の高

度利用が求められています。よって、

本市における枢要な業務用地・商業用

地であるということからも、今後ます

ます業務機能の集積した拠点とするた

め、都市基盤整備に相応しく高次の都

市機能の集積と土地の高度利用を図る

べき地区とします。 

同  左 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

に

関

す

る

事

項

建

築

物

等

の

用

途

の

制

限

Ａ・Ｂ地区共通

建築物の用途は、用途地域の制限を

受けるものに加え、次の各号に掲げる

建築物は建築してはならない。 

（１）自動車教習所 

（２）ゴルフ練習場又はバッティン

グ練習場 

（３）カラオケボックスその他これ

に類するもの 

（４）射的場、勝馬投票券発売所

   等 

（５）畜 舎 

（６）風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律第 2 条

第 1項第 1号から第 6号まで、

及び同条第 6 項から第 11 項ま

でに規定する営業の用に供す

るもの 

建築物の用途は、用途地域の制限を

受けるものに加え、次の各号に掲げる

建築物は建築してはならない。 

（１）自動車教習所 

（２）ゴルフ練習場又はバッティン

グ練習場 

（３）カラオケボックス 

（４）射的場、勝馬投票券発売所 

    等 

（５）畜 舎 

（６）風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律第 2 条

第1項第1号から第6号まで、

及び同条第6項から第11項ま

でに規定する営業の用に供す

るもの 
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  建

築

物

の

容

積

率

の

最

高

限

度

Ａ地区 

建築物の容積率の最高限度は、次の

表の左欄に掲げる敷地面積の区分に応

じ、同表右欄に掲げる数値とする。 

ただし、工業地域の区域は都市計画

にて定めた数値とする。 

400 ㎡ 

以上 
60/10 

400 ㎡ 

未満 
40/10 

ただし、都市計画決定された高度利

用地区内においては、当該高度利用地

区に定められた制限による。 

建築物の容積率の最高限度は、次の

表の左欄に掲げる敷地面積の区分に応

じ、同表右欄に掲げる数値とする。 

敷地面積 容積率 

1,000 ㎡ 

以上 
80/10 

500 ㎡ 

以上 
70/10 

500 ㎡ 

未満 
60/10 

ただし、都市計画決定された高度利

用地区内においては、当該高度利用地

区に定められた制限による。 

Ｂ地区 

 同  左 

建

築

物

の

容

積

率

の

最

低

限

度

Ａ地区 

敷地面積が 500 ㎡以上のものについ

ては 25/10 とする。 

ただし、都市計画決定された高度利

用地区内においては、当該高度利用地

区に定められた制限による。 
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建

築

物

の

建

ぺ

い

率

の

最

高

限

度

Ａ地区 

商業地域内の敷地面積 400 ㎡以上の

敷地において、容積率が 40/10 を超え

るときは、建ぺい率の最高限度を 7/10

とする。 

ただし、都市計画決定された高度利

用地区内においては、当該高度利用地

区内に定められた制限とする。 

8/10 とする。 

ただし、敷地面積が 500 ㎡以上のも

のについて容積率が 60/10 を超える建

築物は、次の表の左欄に掲げる容積率

の区分に応じ、同表右欄に掲げる数値

とする。 

容積率 建ぺい率 

80/10 

以下 
6/10 

70/10 

以下 
7/10 

なお、都市計画決定された高度利用

地区内においては、当該高度利用地区

に定められた制限による。 

Ｂ地区 

 同  左 

  建

築

物

の

建

築

面

積

の

最

低

限

度

Ａ地区 

商業地域内の敷地面積 400 ㎡以上の

敷地において、容積率が 40/10 を超え

る建築物の敷地については 200 ㎡とす

る。 

ただし、都市計画決定された高度利

用地区内においては、当該高度利用地

区に定められた制限による。 

敷地面積が 500 ㎡以上のものについ

て、容積率が 60/10 を超える建築物は

250 ㎡とする。 

ただし、都市計画決定された高度利

用地区内においては、当該高度利用地

区に定められた制限による。 

Ｂ地区 

 同  左 
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建

築

物

等

の

形

態

又

は

色

彩

そ

の

他

の

意

匠

の

制

限

Ａ・Ｂ地区共通 

（１）建築物の外壁及び屋根の色は、

周囲との調和のとれた落ち着

いた色彩のものとする。 

（２）建築物等を利用して設置する屋

外広告物は自家用のものに限

るとし、屋上広告物を設置する

場合は、その形態を縦長のもの

としてはならない。 

（３）建築物等を利用して設置する袖

看板は、建物一面につき縦一列

としなければならない。 

（４）建築物等を利用して設置する屋

上広告物及び建築物等に表示す

る壁面広告物は、一壁面におけ

る屋上広告物と壁面広告物の表

示面積の合計は当該壁面面積の

1/4 以下、かつ 50 ㎡以下としな

ければならない。 

 同  左 

  垣

又

は

さ

く

の

構

造

の

制

限

Ａ地区 

敷地及び道路境界線に面した部分に

は垣又はさく（門柱及び門扉を除く）

を設置してはならない。やむを得ず設

置する場合は、その構造を、生け垣又

はフェンス若しくは鉄柵等透視可能な

ものとし、防犯上等のやむを得ない場

合を除き、仕上がり高さを 1.5m 以下と

する。 

敷地及び道路境界線に面した部分に

は垣又はさくを設置してはならない。

防犯上等やむを得ず設置する場合は、

協議を要する。 

Ｂ地区 

同  左 

土

地

に

関

す

る

事

項

Ａ地区 

景観に配慮したまちなみを創出する

ため、敷地の道路に面する部分につい

ては、樹木等（生け垣を除く）を配置

すること。 








